
広報集中期間における取組み報告

＜第４回 大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会＞

平成28年12月21日（水）
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１．広報集中期間の取組み

 今年度の連絡協議会の広報戦略として、第3回連絡協議会において、秋頃を『広報集
中期間』と定め、主に荷主および運送事業者を対象とした活発な広報を行うことと取り決
めたものである。

広報集中期間

広報集中期間：平成28年10月6日（木）～11月11日（金） 約1ヶ月間
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10/6～ バナー広告掲載 ー②

10/6～11/11 特車総合ツイッター発信強化 －③

■広報集中期間の広報スケジュール概要
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１．広報集中期間の取組み

荷主および運送事業者を対象に重量超過
違反の根絶に向けた広告を掲載した。
 掲載紙：物流ニッポン
 掲載日：平成28年10月6日（木）

（毎週月・木発行）
 掲載面：４面（行政・団体面）
 掲載概要：荷主、運送事業者に向けた

重量違反防止メッセージ
 発行部数：158,000部

①業界紙への広告掲載

＜掲載原稿＞
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１．広報集中期間の取組み

広報集中期間に合わせて、バナー広告を掲載し連
絡協議会ホームページへの誘導を図った。

 掲載場所：道路交通情報Now!!
（トップページ）

http://www.jartic.or.jp/index.html

 掲載期間：平成28年10月6日（木）
～11月7日（月）約１ヶ月間

 バナーリンク先：連絡協議会ホームページ

②バナー広告掲載

昨年度開設時より継続的に実施している通行規制
情報の発信に加え、ツイッター利用者の興味・関心を
引く写真素材を活用してツイートを行った。また、広
報集中期間中は連絡協議会チラシを画面トップに
固定配置し、PRした。

 強化期間：平成28年10月6日～11月11日
（広報集中期間）

 最大インプレッション数※：23,900回
※インプレッション数：ツイートが表示された回数（閲覧数）

③特車総合ツイッターの発信強化

2秒毎切替表示

http://www.jartic.or.jp/index.html
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１．広報集中期間の取組み

一般の方向けに特車制度および連絡協議会の取
組みを周知するためのイベントを開催した。
 開催日時：平成28年10月8日（土）

9:00～16:00
 開催場所：道の駅やちよ

〔千葉県八千代市〕
 開催内容：

④道の駅でのパネル展開催

「重量守り、道路を守ろう」パネル展

来訪者アンケート実施（結果はP6参照）

チラシ・特殊車両通行ハンドブックの配布

↑柏方面

八千代橋

16

みちの駅入口

↓千葉市方面

米本団地

やちよ農業
交流センター

臨時駐車場

道の駅「やちよ」 八千代ふるさとステーション

駐

車

場

↑

臨

時

駐

車

場

↓

イベント開催場所（屋外）

千葉県
八千代市

＜開催場所位置図＞

パネル展開催状況
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１．広報集中期間の取組み

 道の駅パネル展開催中、来訪者に対し大型
車両に関するアンケートを実施した。

④道の駅でのパネル展開催
（アンケート結果A）

時間帯
大型車
ドライバー

一般 合計

～10:00 2 24 26

～11:00 1 29 30

～12:00 0 15 15

～13:00 1 6 7

～14:00 0 19 19

～15:00 0 15 15

～16:00 2 8 10

合計 6 116 122

質問１：年代
質問２：道路の老朽化問題をご存知ですか？
質問３：定められた大きさや重さを超える車両を走行させる場合、通行経路の道路管理

者（国土交通省又は自治体等）に対して申請を行わなければならないことをご
存知ですか？

質問４：特殊車両通行許可証で許可された通行経路をいつも走行していますか？
質問５：重量を違法に超過した大型車両（特殊車両）の取締りを行っていることをご存

知ですか？
質問６：車両総重量が基準の２倍以上の違反車両は現地取締り時に即時告発（レッ

ドカード）になることをご存知ですか？
質問７：積荷積載時又は運転中、積荷が積載重量以上の重量になっている状態がわか

りますか？
質問８：右のイラスト（劇画風タイヤ）を以前に見たことがありますか？
質問９：見たことがある方はどこで見ましたか？

■大型車ドライバー向けアンケート内容

主なアンケート結果

3

1

2

許可された通行経路を走行している

通り易い通行経路を通行している

積荷の到着時間に合わせてその都度通行経路を変えている

質問４：特殊車両通行許可証で許可された通行経路を

いつも走行していますか？

知っている, 5 知らない, 1

質問３：特殊車両通行許可制度をご存知ですか？

知っている, 4 知らない, 2

質問６：車両総重量が基準の２倍以上の違反車両は現地取締時に

即時告発になることをご存知ですか？

3

3

0

積荷の段階でわかる

運転中に車の挙動等でわかる

全くわからない

質問７：積荷が積載重量以上の重量になっている状態がわか

りますか？

知っている, 6

質問５：重量を違法に超過した大型車両（特殊車両）の取

締を行っていることをご存知ですか？

※すべてのアンケート調査
結果は別添１－１を参照
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１．広報集中期間の取組み

 道の駅パネル展開催中、来訪者に対し大型
車両に関するアンケートを実施した。

④道の駅でのパネル展開催
（アンケート結果B）

時間帯
大型車
ドライバー

一般 合計

～10:00 2 24 26

～11:00 1 29 30

～12:00 0 15 15

～13:00 1 6 7

～14:00 0 19 19

～15:00 0 15 15

～16:00 2 8 10

合計 6 116 122

質問１：性別・年代
質問２：道路の老朽化問題をご存知ですか？
質問３：道路（舗装や橋）の劣化に影響を与えているのが重量を違法に超過した大

型車両（特殊車両）であることをご存知でしたか？
質問４：定められた大きさや重さを超える車両を走行させる場合、通行経路の道路管

理者（国土交通省又は自治体等）に対して申請を行わなければならないこと
をご存知ですか？

質問５：大型車両（特殊車両）に関するパネル展示等のイベントにより、道路の老朽
化問題や、大型車両（特殊車両）が道路を通行するには許可が必要といっ
たことをもっと周知すべきであるとお考えですか？

質問６：重量を違法に超過して走行する大型車両（特殊車両）について適正な重量
で走行させるにはどのようなことを行ったら良いと思われますか？

質問７：右のイラスト（劇画風タイヤ）を以前に見たことがありますか？
質問８：見たことがある方はどこで見ましたか？

■一般向けアンケート内容

主なアンケート結果

1
6 7

13

39

4 5
10

28

0

15

30

45

20歳未満 30歳台 40歳台 50歳台 60歳以上

質問１：回 答 者 の 属 性 無回答 男性 女性人

知っている 知らない 合計

知っている 83 19 102

知らない 8 5 13

無回答 1 0 1

合計 92 24 116

質問２：道路の老朽

化問題をご存知です

か？

質問３：道路の劣化に影響を与えているのが重量を

違法に超過した大型車両であることをご存知ですか？

見たことがない, 95

わからない, 5

高速道路のＳＡ

／ＰＡ, 8

警察署, 1
国交省ホームページ, 3

その他, 2

（無回答）, 2見たことがある,16

質問７～８：（劇画風タイヤ）イラストを見たことがありますか？

100

10

6

もっとＰＲすべきである

現状のままで良い

わからない

質問５：道路の老朽化問題や特殊車両の許可制度について周

知すべきとお考えですか？

※すべてのアンケート調査
結果は別添１－２を参照
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１．広報集中期間の取組み

連絡協議会の取組みとして初めて実施する
合同取締実施に先立って、作業部会（事前に
準備会を開催）を設置した。作業部会は関東
地方整備局が事務局となり、過年度までの取
組みを踏襲しながら、作業部会員※の間で意
思統一を図り、合同取締の実施に向けて調整
した。

 準備会 平成28年9月15日（木）
 作業部会 平成28年10月4日（火）

⑤首都圏大規模同時合同取締
（作業部会の設置）

・首都高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社東京支社
・中日本高速道路株式会社八王子支社
・東日本高速道路株式会社関東支社
・国土交通省関東地方整備局東京国道事務所
・国土交通省関東地方整備局相武国道事務所
・国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所
・国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所※合同取締初参加
・国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所※合同取締初参加
（部会長）
国土交通省関東地方整備局道路部交通対策課長
（事務局）
国土交通省関東地方整備局道路部交通対策課

※作業部会員

作業部会設置前後の流れ

作業部会設置にあたっての準備会開催

作業部会設置（第１回会議開催）

H28.9.15

H28.10.4

H28首都圏大規模同時合同取締実施

合同取締結果記者発表H28.11.11

H28.11.10

各部会員にて取締現場および取材公開現場を
調整・選定

過年度までの合同取締の経緯等ヒアリング
(首都高速道路㈱）

H28.8.16

取材誘導記者発表(解禁日11.10正午）H28.11.4

取締場所の決定確認

記者発表資料（取材誘導・結果）の調整等
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１．広報集中期間の取組み

 実施日：平成28年11月10日(木）
 時間：10:00～12:00
（うち、一部の取締箇所は

10:00～11:00マスコミ公開）
 取締箇所数：17箇所(過去最大)
 マスコミ取材：８社 (報道状況はP10参照）

⑤首都圏大規模同時合同取締
(当日実施概要）

出典：NEXCO東日本(新座本線料金所）

出典：首都高速道路(三ツ沢本線料金所）

取締実施状況

出典：NEXCO中日本（東京料金所）

出典：NEXCO中日本（八王子料金所）出典：東京国道事務所(辰巳車両検問所）出典：相武国道事務所
(相模原車両検問所）

出典：大宮国道事務所
(狭山特殊車両基地）

出典：北首都国道事務所
(三郷地区車両取締基地）

出典：千葉国道事務所
(八千代車両検問所）

出典：首都高速道路(大井本線料金所）
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１．広報集中期間の取組み

【平成28年度】

機関名・会社名
違反
台数

＜内訳＞ 取締実
施箇所
数

1箇所あ
たりの違
反台数

措置命
令台数

指導警
告台数

国土交通省関東地
方整備局

15台 ０台 15台 5 3台

首都高速道路株式
会社

11台 10台 1台 7 1.6台

東日本高速道路株
式会社

13台 11台 2台 3 4.3台

中日本高速道路株
式会社

9台 8台 1台 2 4.5台

合 計 48台 29台 19台 17 2.8台

【平成27年度】

機関名・会社名
違反
台数

＜内訳＞ 取締実
施箇所
数

1箇所あ
たりの違
反台数

措置命
令台数

指導警
告台数

国土交通省関東地
方整備局

6台 ０台 6台 2 3台

首都高速道路株式
会社

14台 13台 1台 7 ２台

東日本高速道路株
式会社

6台 4台 2台 3 2台

中日本高速道路株
式会社

9台 5台 4台 2 4.5台

合 計 35台 22台 13台 14 2.5台

 今年度は２国道事務所が加わり、取締実施箇所数は３箇所増加して１７箇所となった。
 全体の違反台数は昨年度と比較して１３台増加し（約1.4倍）、１箇所あたりの違反台数も0.3台
増加（約1.1倍）した。

 取締機関別の１箇所あたりの違反台数で最も多かったのは東日本高速道路㈱で4.3台/箇所（約2.2
倍）となった。

 違反台数の内訳は２箇年とも措置命令台数：指導警告台数がおよそ６：４の割合であった。

⑤首都圏大規模同時合同取締
（結果）



日付 報道機関（媒体名） タイトル URL

11/10

乗りものニュース

重量違反車はその
場で「強制退去」も
首都高などで一斉取

り締まり

http://trafficnews.jp/post/59830/

引
用
掲
載

Exciteニュース
http://www.excite.co.jp/News/econ
omy_clm/20161110/Trafficnews_59

830.html

Livedoorニュース
http://news.livedoor.com/article/det

ail/12265262/

Yahoo！ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2

0161110-00010006-norimono-
bus_all

TheNews
http://smph.thenews.ne.jp/detail/91

3554/?m=top_newslist_life

11/10

時事通信社 (JIJI.com)
過積載一斉取り締ま
り＝関東１７カ所、
道路橋劣化防ぐ－

国交省

http://www.jiji.com/jc/article?k=201
6111000424&g=soc

引
用
掲
載

ジョルダンニュース！
http://news.jorudan.co.jp/docs/new
s/detail.cgi?newsid=JJ16111000424

はてなブックマーク
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.jiji
.com/jc/article?k=2016111000424&

g=soc

11/10 NHK（TV）
過積載車両 関東各
地で一斉取締り

11/14 物流ニッポン

国交省など／車限
令･道交法違反 首
都圏大規模取り締ま

り

http://logistics.jp/media/2016/11/1
4/1216

11/21
日刊建設工業新聞

(朝刊）
大型車両対象に一
斉取り締まり

１．広報集中期間の取組み

⑤首都圏大規模同時合同取締
（主な報道状況）

出典：NHKニュース
11/10 20:50～

道路の劣化を早める大きな要因と
指摘されている、過積載の大型の
車両の取り締まりが、今日、関東の
各地で一斉に行われました。このう
ち東京・江東区辰巳の国道３５
７号線では、国土交通省の職員
や警察が大型の車両を検問所に
誘導し、車両の重さや長さ、高さを
測り、必要な書類がそろっているか
を確認していました。

総重量が国の基準の２倍以上とな
る大型トレーラーなどについては、道
路の劣化を早める大きな要因になっ
ているとして去年２月から規制が強
化され、違反をした場合には運送会
社やドライバーを速やかに刑事告発
することにしていて、今月１日現在、
告発件数は２５件に上るということ
です。

国土交通省によりますと、今日の取
り締まりでは、過積載や通行に必
要な申請を行わないまま通行した
などとして、１９件の警告と２９件
の措置命令が出されたということで
す。

国土交通省関東地方整備局の
外川和彦交通対策課長は「安
全に道路を走行できるためにも悪
質な車への取り締まりを強化し、
老朽化への対策につなげたい」と
話しています。
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http://trafficnews.jp/post/59830/
http://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20161110/Trafficnews_59830.html
http://news.livedoor.com/article/detail/12265262/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161110-00010006-norimono-bus_all
http://smph.thenews.ne.jp/detail/913554/?m=top_newslist_life
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111000424&g=soc
http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=JJ16111000424
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.jiji.com/jc/article?k=2016111000424&g=soc
http://logistics.jp/media/2016/11/14/1216
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２．各委員による広報活動状況の報告

２-1.各委員による広報活動状況

実 施 広 報 実 施 組 織

1.チラシ設置・配布
（依頼を含む）

千葉県トラック協会、東京都トラック協会、千葉県警察本部、東京都、神奈川県、千葉市、川崎市、
相模原市、NEXCO東日本関東支社、NEXCO中日本八王子支社、首都高速道路

2.ポスター・新聞掲示・配布
（デジタルポスターを含む）

全国クレーン建設業協会（千葉支部・神奈川支部）、千葉県、東京都、神奈川県、千葉市、横
浜市、川崎市、相模原市、NEXCO中日本（東京支社・八王子支社）、首都高速道路

3.ホームページによる広報
（バナー設置等）

千葉県トラック協会、全国クレーン建設業協会東京支部、神奈川県警察本部、川崎市、NEXCO
中日本八王子支社

4.会議・講習会等
を活用した広報

全国クレーン建設業協会（千葉支部・東京支部・神奈川支部）、関東運輸局、NEXCO中日本
八王子支社、

５.その他 全国クレーン建設業協会（千葉支部・神奈川支部）、東京都、

※講習会等でチラシ・ポスターを配布した場合は４.会議・講習会等を活用した広報へ記載。

広報集中期間等における各委員の取組み状況を分類したものを下表にまとめている。
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２．各委員による広報活動状況の報告

【実施状況】
• 10/30 代々木公園で開催したトラックフェスタ
において本部テントにチラシを設置した。

• 11/1～ 東京都トラック協会１階受付脇のラッ
クにチラシ100枚を設置した。

（一社）東京都トラック協会(一社）千葉県トラック協会

【実施状況】
• 10/1 ホームページの改訂に伴い、トップ
ページに「特車総合ツイッター」のバナーを貼
り付けた。

• 10月中に受付窓口にチラシ100枚を設置
した。
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２．各委員による広報活動状況の報告

【実施状況】
• 9/16 組合理事会にて「大型車通行適正化に
向けた関東地域連絡協議会」内容の報告
①アンケート結果
②第２回アンケート調査の依頼
③新聞広告掲載予定
④上記理事会議事録を全組合員に配布し主旨
を徹底した。

• 10/6付新聞広告を入手し、拡大して事務所内
に掲示

• 10/8 道の駅やちよにおけるパネル展への参加
（アンケート調査に回答）

（一社）全国クレーン建設業協会 千葉支部

新聞広告の掲示状況

（一社）全国クレーン建設業協会 東京支部

【実施状況】
• 東京建設重機協同組合（（一社）全国ク
レーン建設業協会東京支部）のホームページ
会員専用ページを利用し、関連情報を掲載し
ている。

• また、６地区会で大型特殊車両の適正通行に
ついて議題としている。

ホームページトップ画面 会員専用ページ
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２．各委員による広報活動状況の報告

【実施状況】
• 10/13 神奈川支部役員会にて協議会活動
経過報告

• 10/21 かながわクレーン塾 座学において、大
型車両重量ルールの周知

• 10/26､27 安全パトロール実施現場（川崎
市内2箇所）に、新聞広告コピーを配布し、現
場事務所に掲示

• 10/27 組合ニュース vol.177リリース

（一社）全国クレーン建設業協会 神奈川支部
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２．各委員による広報活動状況の報告

千葉県警察本部

【実施状況】
• 7/8 各警察署宛にデータを送付し、窓口にチ
ラシ設置を依頼。

• 以降、継続して窓口にチラシを設置中。

神奈川県警察本部

【実施状況】
• 10/18 神奈川県警察本部ホームペー
ジ内、交通公開取締情報に連絡協議
会のバナーを掲載した。

千葉県

【実施状況】
• 10/11頃～ 特車許可申請のカウンターに
啓発用のポスターを掲示中。
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２．各委員による広報活動状況の報告

国土交通省 関東運輸局

【実施状況】
• トラック運送事業者において選任されている整
備管理者が義務付けられている研修で使用す
る資料の中に、連絡協議会作成のチラシを掲
載し、取組みの周知を図った。

• 研修期間は平成28年10月～平成29年2月
の予定。
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２．各委員による広報活動状況の報告

東京都

指導取締り時に配布したチラシとハンドブック

【実施状況】
• 10/8～11/15 新宿駅から都庁舎へ向かう
副都心４号街路(動く歩道）の柱面デジタ
ルサイネージへのパネル掲示。

• 東京都で実施している指導取締りの際、停
止させたドライバーへ、チラシと『特殊車両通
行ハンドブック2016』を配布（計６日間実
施）

【広報集中期間以前の取組み】
• 8月～都内11箇所の建設事務所にチラシの
窓口等への設置掲示を依頼。

• 都庁第二庁舎路政課入口付近にチラシを
設置。

• 8/18,19 「夢のみち」イベントでパネルの展
示およびチラシを設置。

デジタルサイネージでの表示
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２．各委員による広報活動状況の報告

神奈川県

【実施状況】
• 本庁および管内の土木事務所、道路公社におい
てポスター・チラシ等を掲示、設置した。

場所 設置箇所 実施所属 媒体

ポスター 10 月 6 日 1 枚

チラシ 10 月 6 日 5 枚

ポスター 10 月 11 日 1 枚

チラシ 10 月 11 日 15 枚

ポスター 10 月 11 日 3 枚

チラシ 10 月 11 日 30 枚

ポスター 10 月 25 日 1 枚

チラシ 10 月 25 日 20 枚

厚木土木事務所

東部センター
受付窓口

厚木土木事務所

東部センター
チラシ 10 月 25 日 20 枚

ポスター 10 月 20 日 2 枚

チラシ 10 月 20 日 20 枚

県西土木事務所

小田原土木センター
受付窓口

県西土木事務所

小田原土木センター
チラシ 10 月 18 日 10 枚

ポスター 10 月 26 日 23 枚

チラシ 10 月 26 日 70 枚

広報内容

藤沢土木事務所

神奈川県庁 執務室 道路管理課

開始日 実施数

平塚合同庁舎 受付窓口 平塚土木事務所

藤沢合同庁舎 受付窓口

受付窓口 神奈川県道路公社

厚木土木事務所 受付窓口 厚木土木事務所

足柄上合同庁舎 受付窓口 県西土木事務所

厚木土木事務所

神奈川県 道路管理課 厚木東部センター

神奈川県道路公社
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２．各委員による広報活動状況の報告

川崎市千葉市

【実施状況】
• 10月～ 受付窓口にポスターを掲示した。

【広報集中期間以前からの取組み】
• 受付窓口にチラシを設置中。
• ホームページにバナーを設置中。

【実施状況】
• 10/5～情報コーナーや工事担当部署の窓
口にポスターを掲示した。

• 工事の事業者が出席する協議会でチラシを
５０部配布。

横浜市

【実施状況】

• 管理課接客コーナーへポスター掲示
（春頃から継続実施中）

ポスターの掲示状況

相模原市

【実施状況】

• 8/3～受付窓口にチラシ２０部を設置
した。

• 8/3～受付窓口にポスターを設置した。

東日本高速道路㈱関東支社

【実施状況】

• 車両制限令違反車両取締現場、法令
違反者に対しチラシを配布
（延べ1,000枚）
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２．各委員による広報活動状況の報告

中日本高速道路㈱東京支社

【実施状況】
• マルチインフォメーションボード（MIB)による広報
を下記のとおり実施した。

実施期間：１０月上旬～１０月末
実施箇所：東名高速道路 海老名SA（上下）

西湘バイパス 西湘PA（上下）
小田原厚木道路 平塚PA、大磯PA

MIBによる広報イメージ

中日本高速道路㈱八王子支社

【実施状況】
• 大口・多頻度割引制度を利用されるお客様へ
の請求時にチラシ約330枚を配布。

• ＮＥＸＣＯ中日本ホームページにバナー掲
載。

• 休憩施設に設置のマルチインフォメーションボー
ドでのポスター掲載および紙ポスターの掲示。

【広報集中期間以前からの取組み】
• 各休憩施設で実施した夏の交通安全キャン
ペーン(7月）および秋の全国交通安全運動
(9月)にて、チラシ約500枚を配布。

• 車両制限令講習会(6月、9月末）にて、出
席者にチラシ20枚を配布。



22

２．各委員による広報活動状況の報告

首都高速道路㈱

【実施状況】
• 取締現場においてドライバーにチラシを配布し
た。

• ＰＡにポスターを掲示、チラシを設置した。
10/11(火) 10:00～11:00 志村料金所 チラシ50枚配布

10/13(木)～ 西局管内各ＰＡ（7箇所)でチラシ掲示

10/6(木)～ 11/9(水）各取締現場においてチラシ約200枚配布

10/17(月)～東局管内各ＰＡ（10箇所）でチラシ掲示
大師ＰＡのチラシ設置状況（50枚）

大黒ＰＡのチラシ・ポスター設置状況(50枚）
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３．その他広報協力

 日本機械工業連合会（以下、「日機連」という。）の協力のもと、会員向けのメールマガ
ジン（毎週金曜日発信）『日機連週報』に、連絡協議会による大型車通行適正化に向
けた取組み状況について掲載して頂いた。また、日機連ホームページにおいても広報して頂
いた。

 なお、このメールマガジンは日機連会員約50社の他、傘下のグループ・関連企業等約
3,000社まで到達する訴求力の高い広報である。

メルマガによる荷主向け広報

出典：日機連ホームページ

出典：日機連メールマガジン（平成28年10月21日号）


